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 １．商 品 名    ◇２ヵ月周期定期積金ホップⅡ 
２．販売対象 ◇当金庫で公的年金を受給中または新規・変更手続きを完了された個人 
３．期 間     ◇２年 ３年 ４年 ５年 
４．受入方法 
（１）受入方法 
 
（２）受入金額 
（３）受入単位 

 
◇契約期間内で掛金を２ヵ月毎に分割受入 
◇口座振替扱いに限ります。 
◇１回あたり２０,０００円以上 
◇１０,０００円単位 

５．契約限度 ◇年金受給者一人当たり契約額５００万円を限度とします。 
６．支払方法 ◇満期日以後に一括して支払います。 
７．給付補填金 
（１）利 回 り 
（２）支払頻度 
（３）計算方法 

 
◇固定金利（当初契約時の店頭表示の利回り＋０．１％を満期日まで適用します）

◇満期日以後に一括して支払います。 
◇付利単位を１円として契約期間における掛金残高積数に利回りを乗じて計算し

ます。 
８．利子課税 ◇分離課税２０．３１５％（国税１５．３１５％、地方税５％） 

◇マル優の取扱はできません。 
９．手 数 料      
10．中途解約時 

の取扱い 
◇満期日前に解約する場合は、初回払込日から解約日の前日までの期間について、

解約日の普通預金利率により計算した利息とともに払い戻します。 
11．金利情報の 

入手方法 
◇金利は窓口でお問い合わせください。 

12. 苦情処理措

置・紛争解決措

置 

 
 

苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、お取引のある営業店ま

たは「たましん相談室」（9時～17時、電話：0120-06-1351）
までお申し出ください。 

紛争解決措置 岡山弁護士会（電話：086-223-4401）、東京弁護士会（電話：

03-3581-0031）、第一東京弁護士会（電話：03-3595-8588）、

第二東京弁護士会（電話：03-3581-2249）の仲裁センター等

で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望される

お客さまは、当金庫営業日に、上記「たましん相談室」また

は全国しんきん相談所（9時～17時、電話：03-3517-5825）
までお申し出ください。また、お客様から岡山弁護士会または

上記東京の弁護士会（東京三弁護士会）に直接お申出いただくこ

とも可能です。なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお

客様にもご利用いただけます。その際には、①お客様のアクセス

に便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議

システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法（現地調停）、

②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法（移管調停）

もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫相談室または全

国しんきん相談所にお問合わせください。 
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 13．そ の 他    ◇総合口座への担保（組み入れ）のお取扱いはできません。 
◇払込みが遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰り延べます。

満期日を繰り延べない場合には、当初契約時の利回り（年３６５日の日割計算）

の割合による遅延損害金をいただきます。 
◇満期日以後の利息は解約日における普通預金利率により計算します。 
◇本商品は預金保険制度の対象商品であり、預金保険の範囲内で保護されます。

◇金利情勢の変動等により、断りなく取扱を中止または商品内容を変更する場合

があります。 
 


